
（参考）

手続終了

大規模小売店舗立地法の手続フロー

個別法等の事前協議・事前相談等

庁内関係課・関係機関との調整

大規模小売店舗の新増設等の届出    公告・縦覧

住民説明会の開催

関係機関の意見提出    公告・縦覧

庁内関係各課と調整

大規模小売店舗立地審議会の開催（栃木県） ※ 3,000㎡超の店舗の場合

鹿沼市の意見    公告・縦覧

出展者による自主的対応策の提示    公告・縦覧

庁内連絡会議関係各課との協議

大規模小売店舗立地審議会の開催（栃木県）

手続終了

鹿沼市による勧告（罰則規定なし）    公告・縦覧

手続終了   公表等

大規模小売店舗の新増設等の計画書

（店舗面積1,000㎡超）

※ 住民説明会実施方法協議

※ 軽微変更協議書

３週間以上
庁内関係課各課・栃木県へ

計画書の照会・回答

2ヶ月以内

（届出日から）
      ４ヶ月間     

      （公告日から）

   ８ヶ月以内

（届出日から）

 ※市等の意見を適正に反映しておらず、周辺

  地域の生活環境に著しい悪影響がある場合   ２ヶ月以内

（提示日から）

意見なし 意見あり

図面等の確定

適切な対応策

勧告に従う 勧告に従わず

再答申
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